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令和７年度沖縄県介護生産性向上推進総合事業 

業務委託仕様書 

 

１ 業務の目的 

介護現場の人材不足が深刻化する中で、県内の介護現場における課題等を共有し、

対応策等に関する意見を聴取するため「沖縄県介護現場革新会議（仮称）」を設置

するとともに、介護サービス事業所向けにワンストップ型の相談窓口等の機能を持

つ「沖縄県介護生産性向上総合相談センター（以下「センター」という。）」を設置

し、介護現場における生産性向上を推進することで、介護職員の負担軽減や介護分

野の魅力向上による介護人材の確保を図る。 

 

２ 業務の名称 

令和７年度沖縄県介護生産性向上推進総合事業委託業務 

 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和８年３月 31 日まで 

 

４ 委託料 

29,500,000 円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

※ 委託料は、業務完了検査に合格した後、精算払により支払う。 

 

５ 事業実施の基本姿勢 

本業務を実施する上で連携が必要となる関係機関との連携には特に留意し、沖

縄県介護現場革新会議（仮称）の開催及び運営を県と連携して行うとともに、当該

会議における方針等に沿ったセンターの運営を行うなど、県との緊密な連携の上で

実施すること。 

 

６ 委託業務項目 

 ⑴ 沖縄県介護現場革新会議（仮称）の運営支援 

  ① 事務局の運営業務 

  ② 調査業務 

 ⑵ センターの設置・運営 

  ① 相談窓口の設置 

  ② 有識者派遣の実施 

  ③ 介護ロボット・ＩＣＴ機器の展示 

  ④ 介護ロボット・ＩＣＴ機器の試用貸出 

  ⑤ 介護現場における生産性向上の取組に関する研修会 

  ⑥ 生産性向上に関する情報発信 

  ⑦ 介護生産性向上に関する調査・情報収集 

  ⑧ 関係機関との連携 
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７ 委託業務の内容 

Ⅰ 沖縄県介護現場革新会議（仮称）の運営支援 

⑴ 概要 

県において、「生産性向上の取組方針」「生産性向上実施計画」「センターの運

営方針」を策定するにあたり、総合的かつ専門的な見地から意見を聴取するため、

沖縄県介護現場革新会議（仮称）を開催する。 

 

⑵ 構成員 

県が策定予定の設置要綱に基づき、介護、人材育成、雇用、経済、行政など

幅広い分野から 16 名程度選定することを予定している。 

 

⑶ 業務内容 

  ① 事務局の運営業務 

県が策定する設置要綱に基づき、年５回程度の開催を予定しており、構成

員 との連絡・調整、謝金・旅費の支払い、開催会場の確保、オンラインで

の参加環境の整備、会議資料の作成等の事務局の運営業務を行う。 

  ② 調査業務 

「生産性向上の取組方針」「生産性向上実施計画」「センターの運営方針」 

を策定するにあたり必要なアンケート調査（県内の介護テクノロジー導入状

況等）に関する業務を行う。 

 

 

Ⅱ センターの設置・運営 

⑴ センターの開設日 

センターにおいて実施する事業のうち、⑶①「相談窓口の設置」について

は、遅くとも令和７年７月上旬に正式に設置・運用を開始し、相談窓口以外の

業務については、実施できるものから順次開始の上、令和８年３月 31 日までに

全ての業務を完了すること。 

 

⑵ センターの実施体制 

① 本業務を円滑かつ効果的に実施できるよう、適切な人員配置を行うこと。 

なお、人員配置に当たっては、介護現場の実態や生産性向上の内容を理解し

た人員を配置すること。 

② 本委託業務の全体を総括・管理する統括責任者を配置すること。 

センターの職員については、厚生労働省委託事業「令和７年度介護ロボッ

トプラットフォーム事業」（中央管理事業）において実施する勉強会に参加す

るなど、介護現場における生産性向上に関する知識の向上に努めること。 

 

⑶ 業務委託の内容 
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① 相談窓口の設置 

ア 概要 

介護サービス事業所等からの業務改善やテクノロジー活用に関する相談

受付などの生産性向上の取組等に関する相談窓口を設置し、相談対応を行

うとともに、必要に応じ関連する機関や事業と連携した上で、相談者の課

題解決に向けた支援を行うこと。 

 

イ 実施方法 

（ｱ）相談対応について、以下の体制で対応すること。 

・開所日：月曜日から金曜日までとし、土曜、日曜、休日及び年末年始

（12月 29日から翌年１月３日まで）は閉所日とする。なお、休日とは国

民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日をいう。 

・対応時間：午前９時から午後５時までとする。 

（ｲ）受託者が確保する場所での対面による面談のほか、オンライン相談の実

施、ホームページへの相談受付フォームの設置、ＳＮＳの活用など常時相

談可能な体制の構築を検討すること。 

 

ウ 関係機関との連携等 

相談窓口の運営に当たっては関係機関との連携に努め、本窓口で対応でき

ない相談については、他の適切な専門機関を案内すること。 

 

エ 報告書の作成 

相談受付時には、相談に関する情報（事業所名、サービス種別、相談内

容、支援内容等）を記載した相談受付シートを作成することとし、毎月の相

談件数や概要等について取りまとめた上で、翌月の 20 日までに委託者へ

報告すること。 

 

② 有識者派遣の実施 

ア 概要 

（ｱ）通常派遣 

生産性向上の取組を実施しようとする介護サービス事業所に対し、介護

現場の生産性向上に向けた業務内容の見直しやテクノロジーの導入等に係

る有識者を、個別に派遣し、助言等の支援を行うこと。 

（ｲ）伴走支援 

モデルとなる介護サービス事業所の取組を創出するため伴走支援を行い、

生産性向上の観点から、以下の業務を行うこと。 

a 課題分析 

b 業務改善策の検討 

c 業務改善策の遂行 

d  効果検証 



4 

 

イ 実施方法 

(ｱ)については、相談内容に応じて随時派遣すること。 

(ｲ)については、３事業所以上選定し、そのうち１事業所以上は、沖縄振

興特別措置法に定める離島に所在する事業所とし、原則として派遣回数は

１事業所につき３回以上とすること。 

なお、事業所を選定する際は、多くの介護サービス事業所の参考となる

よう、地域や介護サービスの種類が偏らないよう考慮すること。また、伴

走支援を行う介護サービス事業所については、今後、モデル事業所とし沖

縄県の取組に協力することに同意が得られる事業所とし、選定を行う際に

は、事前に委託者に承認を得ること。 

 

ウ 報告書の作成 

有識者の派遣を行った事業所の取組内容について、とりまとめの上、報

告書を作成すること。なお、作成に当たっては、生産性向上に取り組む他

の事業所の参考となる視点を取り入れて作成すること。 

また、「⑤介護現場における生産性向上の取組に関する研修会」等の場を

活用し県内介護サービス事業所への横展開を図ること。 

 

③ 介護ロボット・ＩＣＴ機器の展示等 

ア 概要 

介護ロボット・ＩＣＴ機器の体験等が可能な展示等を行うこと。 

 

イ 実施方法 

（ｱ）展示方法 

常設での展示が困難な場合には、出張展示会や介護ロボット等を導入

しているモデル施設での見学等を実施することも可能とし、２回以上実

施すること。 

（ｲ）展示業務 

介護職員の負担軽減や業務効率化に有効性が認められる介護ロボッ

ト・業務支援ソフト等を展示し、常設の場合には、少なくとも半年に１

回は展示機器の見直しを検討すること。 

展示機器は受託者が調達することとし、導入機種及び台数等について

は、あらかじめ県と協議を行い決定すること。 

なお、展示機器の選定においては、特定の開発企業や介護ロボット・

ＩＣＴ機器、業務支援ソフト等の斡旋とならないよう配慮すること。 

（ｳ）配置職員 

来場者対応等のため、展示場内に機器の取扱い等について説明できる

担当職員を１名以上常駐させること。 
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ウ イベントの開催 

展示場等において、年１回以上、県内の介護サービス事業所を対象とし

た介護ロボット・ＩＣＴの導入促進に資するイベントを開催すること。 

 

エ 報告書の作成 

展示場への来場者数や体験希望のあった介護ロボット・ＩＣＴ機器の種

類等をとりまとめるとともに、相談に関する情報（事業所名、サービス種

別、相談内容、支援内容等）を Excel 等のデータベースで管理し、毎月の

相談件数や概要等について、翌月の 20 日までに委託者へ報告すること。 

 

④ 介護ロボット・ＩＣＴ機器の試用貸出 

ア 概要 

介護ロボット・ＩＣＴ機器の開発企業と調整の上、介護ロボット等の試 

用貸出を行うこと。 

 

イ 実施方法 

貸出機器については、公益財団法人テクノエイド協会ホームページ「介

護ロボットの試用貸出」等を参考に貸出機器の対象リストを作成すること。 

介護ロボット・ＩＣＴの貸出を行った介護サービス事業所にアンケート

を実施し、結果を介護サービス事業所等にフィードバックすること。 

 

ウ 費用負担 

試用貸出に費用が発生する場合は、借受者（介護サービス事業所）の負

担とすること。ただし、貸出にあたり輸送費用等が生じる場合には、３万円

を上限として支援することも可能とする。 

 

エ 留意事項 

試用貸出の説明の際は、貸出を希望する介護ロボット等が事業所に適し

たものかを確認し、介護ロボット等の効果的な活用につながるよう助言を

行うこと。 

 

オ 報告書の作成 

試用貸出希望のあった介護ロボット・ＩＣＴ機器の種類等をとりまとめ、

翌月の 20 日までに委託者へ報告すること。 

 

⑤ 介護現場における生産性向上の取組に関する研修会 

ア 概要 

生産性向上の取組手法（取組計画の策定、現場の課題の把握とそれに応

じた取組方策、取組実施時の留意事項、取組による効果の把握等）の説明

や双方型のワークショップ等による介護現場における生産性向上の取組の
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普及を目的とした研修会を実施すること。 

 

イ 実施方法 

研修会は、年３回以上（オンラインで２回以上、対面・集合で１回以上）

開催し、研修受講料は無料とすること。 

各研修会の参加者数等の実施方法について、委託者と協議すること。 

 

ウ 研修会の事前準備 

（ｱ）講師の選定 

介護現場の業務改善に関する専門的知識を有する者を講師として選定す

ること。 

（ｲ）研修会の計画作成 

研修会の年間計画を作成し、委託者が別途指定する期日までにデータを

提出すること。 

（ｳ）資料の作成 

研修会当日に用いる資料を準備して、参加者数に応じて印刷すること。

また、研修資料一式を事前に委託者が別途指定する期日までに提出し、承 

認を得ること。 

 

エ 研修会参加者の募集・決定 

（ｱ）研修会の周知 

研修会の周知方法等に関して、県と調整のうえ行うこと。 

（ｲ）希望者の受付 

電子メールや専用フォーム等により、参加希望者の受付を行うこと。 

（ｳ）参加者の決定 

参加希望者が定員を超過した場合は、先着順により参加者を決定する。

定員超過により参加できない者には直ちにその旨を連絡すること。 

（ｴ）研修会案内の送付 

各回の研修会の開始日のおおむね１週間前までに参加者に研修会案内を

送付すること。 

（ｵ）その他 

生産性向上の取組に関する質問等を事前に募集し、可能な限り研修会内

で回答すること。 

 

オ 研修当日 

（ｱ）会場の設営 

会場設営に関しては、全て受託者の責任において行うこと。 

（ｲ）研修会の受付 

受付において出席確認を行い、参加者に研修資料の配布を行うこと。 

（ｳ）進行と運営 



7 

研修がスムーズに行えるよう進行管理を行うこと。 

（ｴ）アンケートの実施 

参加者向けのアンケートを実施し、回収の上集計すること。アンケート

の内容については、事前に委託者に提出し、承認を得ること。 

 

カ 報告書の作成 

研修会開催後は、研修会に関する概要（開催会場、研修テーマ、参加者

数など）やアンケート結果等を記載した報告書を作成し、当日使用した資料

を添付の上、翌月の 20 日までに委託者へ報告すること。 

 

⑥ 生産性向上に関する情報発信 

ア 概要 

センターの取組や県内外の介護生産性向上に関するモデルとなる取組を 

地域の介護サービス事業所、関係団体、市町村等、幅広い関係者に対して

情報発信する。 

 

イ ホームページの作成・管理 

センターの実施業務の案内等を行うためのホームページを作成し、管理

を行うこと。ホームページの作成に当たっては、介護サービス事業所等の参

考となるよう工夫を凝らすこととし、定期的に更新を行うこと。 

 

ウ ＳＮＳなど各種情報媒体の活用 

情報発信する上で有効と思われる手段（ＳＮＳの活用など）については、

積極的に活用すること。 

 

エ コンテンツの作成 

センターの事業概要及び県内のモデルとなる好事例等について、チラシ、

動画等のコンテンツを作成し、情報発信を行うこと。 

 

⑦ 介護生産性向上に関する調査・情報収集 

   ア 生産性向上に関する調査 

介護サービス事業所が生産性向上の取組を行う上で必要となる情報（介

護ロボットの導入コストやランニングコストなど）を収集するために必要

な調査を実施し、収集したデータの分析を行うこと。また、当該分析結果

については、センターが行う業務やその改善に活用すること。 

 

イ 国の動向、他の都道府県の取組に関する情報収集 

国の動向や他都道府県で行われている取組等の情報を収集し、センター

のホームページ等を活用して介護サービス事業所等への提供を行うこと。 
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ウ 好事例に関する情報収集 

県内の事業所における介護現場における生産性向上の取組に関する情報

収集を行い、モデルとなる好事例をとりまとめること。 

 

⑧ 関係機関との連携 

ア 概要 

関係機関と連携し、県内介護サービス事業者に対し経営支援（案件の橋

渡し含む）、人材確保等の支援を行うこと。 

 

イ 連携先について 

     独立行政法人福祉医療機構（ＷＡＭ）、独立行政法人中小企業基盤整備機

構、よろず支援拠点、都道府県労働局、ハローワーク、介護労働安定センタ

ー、福祉人材センター及びシルバー人材センター等と連携し必要な支援を行

うほか、職能団体、地方銀行や信用金庫等の金融機関等のその他の機関とも

必要に応じて連携すること。 

 

⑨ その他自由提案 

     受託者の強みやノウハウを生かし、仕様書に記載する業務以外にセンターで

実施することにより、本事業の目的の達成に効果的と考える独自のアイディア

があれば、委託上限額の範囲内で具体的に提案すること。 

    なお、実施に当たっては、あらかじめ委託者と協議を行うこと。 

 

８ 委託者への報告等 

⑴ 事業の実績報告 

受託者は、事業に関する各種データを介護サービス事業所別に記録・整備し、

その分析を行い、委託者が求めたときには随時報告を行うものとする。 

⑵ 業務完了報告及び成果品 

ア 業務完了報告書 

受託者は、委託事業を完了したときは、委託期間中に実施した全ての業務に

ついて、以下の内容を掲載した業務完了報告書を作成し提出すること。 

（ｱ）業務の実施状況、成果 

(ｲ) 得られた知見 

イ 成果品 

受託者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく当該目的物（紙媒体１部

及び電子媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）１枚）を県に引き渡すこと。 

 

９ その他 

⑴ 個人情報の保護 

受託者は、本事業を実施する上で、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年

法律第 57 号）を遵守すること。関係機関と個人情報を共有する場合は、本人か
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ら同意を得ておくこと。 

⑵ 守秘義務 

受託者は、本事業を行うに当たり、業務上知り得たあらゆる秘密を他に漏らし、

又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同

様とする。 

⑶ 権利の帰属 

本事業により製作された資料等に係る著作権、所有権等は、原則として委託料

の支払いが完了したときに受託者から委託者に移転するものとする。 

⑷ 事業の再委託 

受託者は、本事業の全部又は一部を第三者に委託することはできない。ただ

し、あらかじめ甲の書面による承認を得たときは、この限りではない。 

⑸ 委託料の減額 

前項までの条件が満たされない場合には、一部の事業費を対象経費と認めず、

委託料を減額する場合がある。 

⑹ 事業の引継ぎ 

年度内に終結しない案件については、次期受託事業者へ適切に引継ぎを行う

ほか、契約終了後も、委託者や次期受託事業者の要求に応じ、センターの運営

に必要な協力を行うこと。 

⑺ 会計監査等への協力 

本業務に係る会計監査等が行われる際、受託者は協力すること。 

⑻ 関係書類の保存 

受託者は事業完了した日の属する年度の終了後５年間、本業務に係る会計帳簿

及び証拠書類を委託者の求めに応じて、閲覧に供することができるよう保存す

ること。 

⑼ その他 

本仕様書に定めのない事項及び事業実施中に生じた疑義については、委託者

と受託者双方による協議の上、決定する。 


